
自己資本規制比率

２０２５年３月末現在

項目 指標

固定化されていない
自己資本の額（Ｃ）

14,205

リスク相当額合計（Ｇ） 4,559

市場リスク相当額 68

取引先リスク相当額 923

基礎的リスク相当額 3,566

自己資本規制比率
（C／G×１００）

311.5％

（単位：百万円）

自己資本規制比率とは、証券会社所有のリスクのある資
産（有価証券、取引先債権など）に対し、自己資本（株
式資本や劣後ローンなどの合計額から固定資産を差し引
いたもの）がどれだけあるかを示した数値です。その
パーセンテージが高いほど経営の安全性が高く、証券会
社を見分けるための最適の尺度といわれています。
当社はこの自己資本規制比率が311.5％です。
（2025年３月末現在）
アイザワ証券は、常に安全性を追求しております。

＜注記＞
左表は、金融商品取引法第46条の６第３項（外国証券業
者に関する法律第20条）の規定に基づく自己資本規制比
率を記載した書面であり、３月、６月、９月及び12月末
日の状況を、当該末日から１ヶ月を経過した日から３ヶ
月間、全ての営業所（外国証券会社にあっては全ての支
店）に備え置き、公衆の縦覧に供することとされており
ます。
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